
全て事前に申請が必要です。詳しくは財政課までお問い合わせください。

【申込・問合先】　　財政課 財産管理係　☎0978－72－1111（内線 260）
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住宅のリフォームをお考えの方へ

耐 震 診 断
　昭和56年５月以前に建てられた木造住宅
は耐震性能が不足している可能性がありま
す。住宅が地震に対してどの程度被害を受
けにくいかといった地震に対する強さ、す
なわち耐震性能を調べます

昭和56年５月以前に建てられた木造戸建て住宅

対　　象

かかった費用の２/３(上限３万円)

補助金額

５　戸

募集戸数

耐 震 改 修
　耐震診断の結果、必要な耐震性能を満た
さない場合に、現在の基準と同等の耐震性
能を確保するためにする補強工事

耐震診断をおこなったもの

対　　象

かかった費用（設計・工事監理含む）の２/３
（上限80万円）

補助金額

５　戸

募集戸数

高齢者バリアフリー型
改修工事

　世帯員全員の前年の所得総額が350万円未満
（高齢者以外の世帯員がいる場合は公的年金を
除く）で65歳以上の高齢者がいる世帯がおこな
う高齢者用の寝室等の増築及び内装改修、段差
解消、スロープ設置、便所改修、浴室改修、ま
た、それらと同時に行う省エネ改修工事（30万
円以上の工事）

対　　象

かかった費用の２/10（上限30万円）

補助金額

６　戸

募集戸数

子育て支援型改修工事

　世帯員全員の前年の所得総額が600万円未満
で18歳未満の子どもがいる世帯がおこなう子ど
も部屋等の増築及び子どものための内装改修、
便所改修、浴室改修、また、それらと同時に行
う省エネ改修工事（30万円以上の工事）

対　　象

かかった費用の２/10（上限30万円）

補助金額

２　戸

募集戸数

アスベスト調査分析

民間の建築物で吹付け建材にアスベストが使用
されているおそれのある建築物

対　　象

かかった費用全額（上限25万円）

補助金額

１　戸

募集戸数
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月
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境
月
間
で
す
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“不法投棄”は法律で禁止されている犯罪です！ 絶対にやめましょう。“不法投棄”は法律で禁止されている犯罪です！ 絶対にやめましょう。
　ごみの不法投棄は豊かな自然と景観を損なうだけでなく、土壌や地下水の汚染など、生活環境
の悪化を招き、その地域に住む人たちに対してひどく迷惑をかける悪質な犯罪行為です。
　不法投棄は法律で禁止されており、「違反した場合は５年以下の懲役もしくは１千万円以下
（法人の場合は３億円以下の罰金）又はその併科に処せられます」
　なお、自分の土地であっても、ごみを捨てたり、放置することは禁止されています。
　定められたルールに従って、ごみの適正な処分をお願いします。

不法投棄を見かけたら
　市では、国・大分県・警察などと連携して不法投棄の防止に向けて取り組んでおります。
　不法投棄を見つけたら、『不法投棄者の特徴や車両のナンバー、投棄された場所、廃棄物の
種類など』を下記通報先まで通報をお願いします。なお、不法投棄された廃棄物は現状のまま
通報してください。

　通報先
　　・国東警察署　　　　　 　☎0978‐72‐2131 または 所轄の警察官駐在所
　　・東部保健所 国東保健部　☎0978‐72‐1127
　　・国東市役所 環境衛生課　☎0978‐72‐9001 または 各総合支所地域市民健康課

【問合先】　環境衛生課 生活衛生係　☎0978‐72‐9001


